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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　

回次
第101期

第３四半期連結
累計期間

第102期
第３四半期連結
累計期間

第101期
第３四半期連結
会計期間

第102期
第３四半期連結
会計期間

第101期

会計期間

自  平成21年
    ４月１日
至  平成21年
    12月31日

自  平成22年
    ４月１日
至  平成22年
    12月31日

自  平成21年
    10月１日
至  平成21年
    12月31日

自  平成22年
    10月１日
至  平成22年
    12月31日

自  平成21年
    ４月１日
至  平成22年
    ３月31日

売上高 (百万円) 283,325 279,902 91,408 93,920 387,364

経常利益 (百万円) 15,758 13,841 4,474 5,038 20,119

四半期(当期)純利益 (百万円) 9,250 7,130 2,791 2,909 11,788

純資産額 (百万円) ― ― 99,228 106,202 103,107

総資産額 (百万円) ― ― 307,593 294,613 297,038

１株当たり純資産額 (円) ― ― 313.62 335.49 325.74

１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) 29.79 22.96 8.99 9.37 37.96

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) ― ― 31.7 35.4 34.1

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 5,830 19,615 ― ― 21,044

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △9,619 △8,654 ― ― △16,842

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 477 △10,465
 

― ― △8,152

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) ― ― 17,280 17,124 16,861

従業員数 (名) ― ― 26,297 27,853 25,978

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２. 売上高には、消費税等は含まれておりません。

３. 潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。
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２ 【事業の内容】

当第３四半期連結会計期間において、当社グループが営む事業内容について重要な変更はありません。ま

た、主要な関係会社に異動はありません。

　

３ 【関係会社の状況】

当第３四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

　 平成22年12月31日現在

従業員数(名) 27,853

(注)　従業員数は、当社連結グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社連結グループへの出向者を

含む就業人員であります。

なお、臨時従業員数につきましては、従業員の総数の100分の10未満であるため記載を省略しております。　

　

(2) 提出会社の状況

　 平成22年12月31日現在

従業員数(名) 9,779

(注)　従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員であります。

 なお、臨時従業員数につきましては、従業員数の100分の10未満であるため記載を省略しております。　　
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

当社連結グループが営んでおります事業では生産実績を定義することは困難であるため、「生産の状

況」は記載しておりません。

　

(1) 受注実績

当第３四半期連結会計期間における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
　

セグメントの名称
受注高
(百万円)

前年同四半期比
（％）

受注残高
(百万円)

前年同四半期比
（％）

物流事業 52,325 ― 70 ―

機工事業 33,539 ― 31,295 ―

その他 4,604 ― 788 ―

合計 90,468 ― 32,154 ―

(注)　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　
(2) 売上実績

当第３四半期連結会計期間における売上実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 売上高(百万円) 前年同四半期比（％）

物流事業 52,365 ―

機工事業 37,039 ―

その他 4,516 ―

合計 93,920 ―

(注) １. 当社連結グループ事業では、「販売実績」という定義は実態にそぐわないため、各事業の売上実績を記載して

おります。

２. 主な相手先別の売上実績の総売上実績に対する割合

相手先

前第３四半期連結会計期間 当第３四半期連結会計期間

売上高(百万円) 割合(％) 売上高(百万円) 割合(％)

新日本製鐵㈱ 14,052 15.4 14,907 15.9

３. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

２ 【事業等のリスク】

当第３四半期連結会計期間において、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動等

又は、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。

　

３ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。
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４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 経営成績の分析

当第３四半期連結会計期間における世界経済は、新興国が牽引する緩やかな景気回復基調となりまし

たが、各国の景気対策効果の一巡による反動やユーロ加盟国の財政危機、急激な為替相場の変動、資源高

の懸念など不透明感が続いております。また、国内の雇用情勢は依然として厳しく、個人消費や設備投資

には持ち直しの動きがあるものの、回復の力強さを欠く展開であり景気の踊り場となっております。

　

このような情勢下、当社連結グループにおいては、物流分野では港湾・国際物流を中心に輸出入貨物の

取扱いなどが回復基調となっておりますが、機工分野では大型設備工事案件などが少なく受注環境は厳

しいものとなっております。

かかる事業環境に対して当社連結グループといたしましては、平成22年10月より東南アジア、インド、

中東を統括するSANKYU SOUTHEAST ASIA HOLDINGS PTE.LTD.(山九東南アジアホールディングス株式会

社)の営業を開始するなど、お客様のグローバル化への対応として、海外における事業運営体制の見直し

を行いました。

お客様のアウトソーシングニーズに対応すべく技術力の向上と現場力の強化を推進するなど、一層の

競争力強化と生産性・作業品質・安全品質の向上に取り組んでおります。

　

以上の結果、当第３四半期連結会計期間における売上高は939億20百万円と前年同四半期比2.7％の増

収となりました。また、利益面においては営業利益が51億53百万円と7.1％、経常利益は50億38百万円と

12.6％、四半期純利益は29億９百万円と4.2％、それぞれ増益となりました。

　

セグメント別の状況は次のとおりであります。

① 物流事業

物流事業は、主要港でのコンテナの取扱いや中国・アジアを中心に輸出入作業が堅調となっており

ます。また鉄鋼、石油・石化関連などの主要なお客様の生産量回復を受けて工場構内での当社作業量は

増加しており、国内の一般貨物の取扱いや３ＰＬ作業も増加しております。売上高は523億65百万円、セ

グメント利益（営業利益）は17億76百万円となりました。

なお、当第３四半期連結会計期間の売上高に占める割合は55.8％であります。

　

② 機工事業

機工事業は、前年同四半期は大型設備工事案件の完工が多く収益が高水準となっておりましたが、当

第３四半期連結会計期間はお客様の設備投資の圧縮などもあり規模が縮小しております。保全作業に

ついても大規模な案件が少ない状況にありますが、お客様設備の安定操業のための定期的な修繕の需

要は堅調となっております。売上高は370億39百万円、セグメント利益（営業利益）は30億48百万円と

なりました。

なお、当第３四半期連結会計期間の売上高に占める割合は39.4％であります。

　
③ その他

その他は、建設工事の完工もあり収益性は改善しております。売上高は45億16百万円、セグメント利

益（営業利益）は２億97百万円となりました。

なお、当第３四半期連結会計期間の売上高に占める割合は4.8％であります。
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(2) 財政状態の分析

① 流動資産

当第３四半期連結会計期間末における流動資産は1,269億91百万円であり、前連結会計年度末に比べ

28億78百万円と2.2％減少しました。主な要因は、受取手形及び売掛金の回収による減少、仕掛工事の減

少による未成作業支出金の減少等によるものです。

　

② 固定資産

当第３四半期連結会計期間末における固定資産は1,676億21百万円であり、前連結会計年度末に比べ

４億53百万円と0.3％増加しました。主な要因は、新規設備投資による建物及び構築物の増加、当第３四

半期連結会計期間末における時価評価による投資有価証券の減少等の差によるものです。

　

③ 流動負債

当第３四半期連結会計期間末における流動負債は1,046億61百万円であり、前連結会計年度末に比べ

25億12百万円と2.3％減少しました。主な要因は、短期借入金の減少、賞与支給による賞与引当金の減少

等によるものです。

　

④ 固定負債

当第３四半期連結会計期間末における固定負債は837億49百万円であり、前連結会計年度末に比べ30

億７百万円と3.5％減少しました。主な要因は、退職給付引当金の減少、長期借入金の減少等によるもの

です。

　

⑤ 純資産

当第３四半期連結会計期間末における純資産の部は1,062億２百万円であり、前連結会計年度末に比

べ30億95百万円と3.0％増加しました。主な要因は、利益剰余金の増加、株式市場の低迷によるその他有

価証券評価差額金の減少等の差によるものです。その結果、当第３四半期連結会計期間末の自己資本比

率は、前連結会計年度末を1.3ポイント上回る35.4％となっております。　
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(3) キャッシュ・フローの状況

当第３四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、第２四半期連結

会計期間末から７億95百万円減少し、171億24百万円となりました。

　

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当第３四半期連結会計期間における営業活動による資金の増加額は、51億98百万円となり、前年同四半

期と比べ36億79百万円増加しました。

　これは主に、未成作業受入金の増加額の減少があるものの、売上債権の増加額の減少、仕入債務の減少額

が減少したことによるものです。

　

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当第３四半期連結会計期間における投資活動による資金の減少額は、31億42百万円となり、前年同四半

期と比べ８億72百万円増加しました。これは主に、無形固定資産及び有形固定資産の取得等による支出が

増加したことによるものです。

　

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当第３四半期連結会計期間における財務活動による資金の減少額は、28億69百万円となり、前年同四半

期と比べ23億75百万円増加しました。これは主に、短期借入金の調達が減少したことによるものです。

　

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結会計期間において、当社連結グループが対処すべき課題について、重要な変更及び新

たに生じた課題はありません。

　

(5) 研究開発活動

特記すべき事項はありません。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第３四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

前四半期連結会計期間末において計画中であった重要な設備計画のうち、当第３四半期連結会計期間

に完了したものは次のとおりであります。

　

会社名 所在地
セグメント
の名称
 

設備の内容
投資額
(百万円)

完了
年月

完成後の増加能力

山九㈱ 千葉県市原市 機工事業
  山九メンテナンス  
  センター建設

2,240
平成22年
12月

 事務所棟:鉄骨造4階建 
 床 面 積:3,433㎡ 
 工 場 棟:鉄骨造平屋 
 床 面 積:6,857㎡

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 1,000,000,000

計 1,000,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第３四半期会計期間末
現在発行数(株)
(平成22年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成23年２月14日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 326,078,030326,078,030
東京証券取引所
（市場第一部）
福岡証券取引所

単元株式数は、1,000株で
あります。

計 326,078,030326,078,030― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成22年10月１日
　～平成22年12月31日

― 326,078 ― 28,619 ― 11,936
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(6) 【大株主の状況】

大量保有報告書の写しの送付がなく、当第３四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりま

せん。

　

(7) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できず、記

載することができませんので、直前の基準日である平成22年９月30日の株主名簿により記載をしており

ます。

① 【発行済株式】

平成22年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)
普通株式　　 14,963,000　

― ―

(相互保有株式)
普通株式　　　1,838,000

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式　  306,032,000306,032 ―

単元未満株式 普通株式　　  3,245,030― 一単元(1,000株)未満の株式

発行済株式総数 　　　　　　326,078,030― ―

総株主の議決権 ― 306,032 ―

(注)１．　「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が2,000株(議決権２個)含まれ

ております。

２．　「単元未満株式」欄には、自己保有株式および相互保有株式が次のとおり含まれております。

当社 19株

山九重機工㈱ 213株
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② 【自己株式等】

平成22年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数
に対する所有
株式数の割合(％)

(自己保有株式) 　 　 　 　 　

当社
北九州市門司区港町
６－７

14,963,000― 14,963,000 4.58

(相互保有株式) 　 　 　 　 　

山九重機工㈱
川崎市川崎区日の出
１－４－８

1,838,000 ― 1,838,000 0.56

計 ― 16,801,000― 16,801,000 5.15

(注)　株主名簿上は、当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が2,000株(議決権２個)あります。

なお、当該株式は、上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」欄に含めております。

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成22年
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

最高(円) 473 420 391 376 378 339 348 351 373

最低(円) 416 351 339 340 315 315 314 320 326

(注)　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。　

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありませ

ん。

　

　

EDINET提出書類

山九株式会社(E04324)

四半期報告書

11/32



第５ 【経理の状況】

１  四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、前第３四半期連結会計期間(平成21年10月１日から平成21年12月31日まで)及び前第３四半期連結

累計期間(平成21年４月１日から平成21年12月31日まで)は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当

第３四半期連結会計期間(平成22年10月１日から平成22年12月31日まで)及び当第３四半期連結累計期間

(平成22年４月１日から平成22年12月31日まで)は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成して

おります。

　

２  監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第３四半期連結会計期間(平成21年10月１

日から平成21年12月31日まで)及び前第３四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年12月31日ま

で)に係る四半期連結財務諸表並びに当第３四半期連結会計期間(平成22年10月１日から平成22年12月31日

まで)及び当第３四半期連結累計期間(平成22年４月１日から平成22年12月31日まで)に係る四半期連結財

務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】
　(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位：百万円)

当第３四半期
連結会計期間末

(平成22年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 17,168 16,933

受取手形及び売掛金 ※3
 90,143 95,500

有価証券 1,462 1,771

未成作業支出金 4,201 6,014

その他のたな卸資産 ※1
 1,241

※1
 1,237

その他 12,950 8,601

貸倒引当金 △177 △187

流動資産合計 126,991 129,870

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 52,863 50,036

土地 47,915 47,989

その他（純額） 18,690 21,051

有形固定資産合計 ※2
 119,469

※2
 119,078

無形固定資産 5,934 5,329

投資その他の資産

投資有価証券 18,340 19,109

その他 25,197 25,040

貸倒引当金 △1,321 △1,390

投資その他の資産合計 42,217 42,759

固定資産合計 167,621 167,167

資産合計 294,613 297,038
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(単位：百万円)

当第３四半期
連結会計期間末

(平成22年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 ※3
 49,812 48,029

短期借入金 18,786 32,015

コマーシャル・ペーパー 10,000 －

未払法人税等 2,824 2,613

未成作業受入金 1,135 1,830

賞与引当金 2,268 3,937

その他 19,833 18,747

流動負債合計 104,661 107,173

固定負債

長期借入金 31,456 33,338

退職給付引当金 37,197 39,350

負ののれん 74 107

その他 15,020 13,961

固定負債合計 83,749 86,757

負債合計 188,410 193,930

純資産の部

株主資本

資本金 28,619 28,619

資本剰余金 11,943 11,943

利益剰余金 73,099 68,723

自己株式 △5,674 △5,662

株主資本合計 107,988 103,624

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 3,161 3,887

繰延ヘッジ損益 △343 △384

土地再評価差額金 △2,519 △2,474

為替換算調整勘定 △4,118 △3,503

評価・換算差額等合計 △3,820 △2,474

少数株主持分 2,034 1,957

純資産合計 106,202 103,107

負債純資産合計 294,613 297,038
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(2)【四半期連結損益計算書】
　　　【第３四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年12月31日)

売上高 283,325 279,902

売上原価 258,437 257,032

売上総利益 24,887 22,869

販売費及び一般管理費 ※1
 8,179

※1
 8,079

営業利益 16,707 14,790

営業外収益

受取利息 299 305

受取配当金 285 307

その他 688 771

営業外収益合計 1,272 1,385

営業外費用

支払利息 981 874

為替差損 461 －

その他 779 1,460

営業外費用合計 2,222 2,334

経常利益 15,758 13,841

特別利益

助成金収入 332 －

特別利益合計 332 －

特別損失

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 879

特別損失合計 － 879

税金等調整前四半期純利益 16,090 12,961

法人税等 6,770 5,656

少数株主損益調整前四半期純利益 － 7,304

少数株主利益 69 173

四半期純利益 9,250 7,130
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【第３四半期連結会計期間】
(単位：百万円)

前第３四半期連結会計期間
(自　平成21年10月１日
　至　平成21年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自　平成22年10月１日
　至　平成22年12月31日)

売上高 91,408 93,920

売上原価 83,896 86,184

売上総利益 7,511 7,736

販売費及び一般管理費 ※1
 2,699

※1
 2,583

営業利益 4,812 5,153

営業外収益

受取利息 96 113

受取配当金 37 71

その他 228 280

営業外収益合計 362 466

営業外費用

支払利息 333 268

その他 366 312

営業外費用合計 700 580

経常利益 4,474 5,038

税金等調整前四半期純利益 4,474 5,038

法人税等 1,666 2,056

少数株主損益調整前四半期純利益 － 2,982

少数株主利益 16 73

四半期純利益 2,791 2,909
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 16,090 12,961

減価償却費 7,833 8,288

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 879

受取利息及び受取配当金 △584 △613

支払利息 981 874

売上債権の増減額（△は増加） △4,462 5,074

未成作業受入金の増減額（△は減少） 2,229 △688

仕入債務の増減額（△は減少） △4,813 1,227

未成作業支出金の増減額（△は増加） 5,909 1,803

その他 △7,708 △4,303

小計 15,474 25,504

利息及び配当金の受取額 635 667

利息の支払額 △896 △835

法人税等の支払額 △9,382 △5,721

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,830 19,615

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △8,558 △6,743

無形固定資産の取得による支出 △1,185 △1,562

その他 125 △348

投資活動によるキャッシュ・フロー △9,619 △8,654

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 116,367 95,355

短期借入金の返済による支出 △123,565 △109,221

長期借入れによる収入 8,000 4,000

長期借入金の返済による支出 △4,653 △5,077

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） 10,000 10,000

自己株式の取得による支出 △20 －

配当金の支払額 △2,790 △2,790

その他 △2,858 △2,732

財務活動によるキャッシュ・フロー 477 △10,465

現金及び現金同等物に係る換算差額 542 △232

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,767 262

現金及び現金同等物の期首残高 20,047 16,861

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 17,280

※1
 17,124
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

項目
当第３四半期連結累計期間

(自  平成22年４月１日  至  平成22年12月31日)

１. 連結の範囲に関する事項の変更 (1) 連結の範囲の変更

第１四半期連結会計期間において、当社連結子会社でありますサ

ンキュウビジネスサービス㈱と㈱テルスターは、サンキュウビジネ

スサービス㈱を存続会社とする合併を行っております。

また、第２四半期連結会計期間より、新たに設立しましたSANKYU

SOUTHEAST ASIA HOLDINGS PTE.LTD.を連結の範囲に含めておりま

す。

(2) 変更後の連結子会社の数

38社

２. 会計処理基準に関する事項の変更 (1) 「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処

理に関する当面の取扱い」の適用

第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」(企業

会計基準第16号  平成20年３月10日公表分)及び「持分法適用関連

会社の会計処理に関する当面の取扱い」(実務対応報告第24号  平

成20年３月10日)を適用しております。

　これによる四半期連結財務諸表に与える影響はありません。

(2)「資産除去債務に関する会計基準」等の適用

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基

準」(企業会計基準第18号  平成20年３月31日)及び「資産除去債務

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号  平

成20年３月31日)を適用しております。

これにより、営業利益及び経常利益はそれぞれ58百万円減少して

おり、税金等調整前四半期純利益は、938百万円減少しております。

(3) 「企業結合に関する会計基準」等の適用

第１四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」(企

業会計基準第21号  平成20年12月26日)、「連結財務諸表に関する会

計基準」(企業会計基準第22号  平成20年12月26日)、「『研究開発

費等に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第23号  平成20

年12月26日)、「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第７

号  平成20年12月26日)、「持分法に関する会計基準」(企業会計基

準第16号  平成20年12月26日公表分)及び「企業結合会計基準及び

事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第

10号  平成20年12月26日)を適用しております。
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【表示方法の変更】

　　第３四半期連結累計期間
当第３四半期連結累計期間

(自  平成22年４月１日  至  平成22年12月31日)

(四半期連結損益計算書関係)

１．前第３四半期連結累計期間において、営業外費用に区分掲記しておりました「為替差損」は、営業外費用総額

の100分の20を超えなかったため、当第３四半期連結累計期間では「その他」に含めて記載しております。な

お、当第３四半期連結累計期間の営業外費用の「その他」に含まれる「為替差損」は384百万円であります。

２．「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号  平成20年12月26日)に基づき財務諸表等規則等　　

の一部を改正する内閣府令(平成21年３月24日  内閣府令第５号)の適用に伴い、当第３四半期連結累計期間で

は、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。

　
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

３．前第３四半期連結累計期間において、「財務活動によるキャッシュ・フロー」に区分掲記しておりました「自

己株式の取得による支出」は重要性が乏しいため、当第３四半期連結累計期間では「その他」に含めて記載し

ております。なお、当第３四半期連結累計期間の「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含ま

れる「自己株式の取得による支出」は12百万円であります。

　

　　第３四半期連結会計期間
当第３四半期連結会計期間

(自  平成22年10月１日  至  平成22年12月31日)

(四半期連結損益計算書関係)

１．「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号  平成20年12月26日)に基づき財務諸表等規則等の

一部を改正する内閣府令(平成21年３月24日  内閣府令第５号)の適用に伴い、当第３四半期連結会計期間で

は、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。

　

【簡便な会計処理】

　

当第３四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日  至　平成22年12月31日)

１．固定資産の減

価償却費の算定方

法

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分し

て算定する方法によっております。

２．法人税等並び

に繰延税金資産及

び繰延税金負債の

算定方法

 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なもの

に限定する方法によっております。

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、

一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用

した将来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。

　

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　

当第３四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日  至　平成22年12月31日)

１. 税金費用の計

算

 
 

税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税金等調整前当期

純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税金等調整前四半期純利益

に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

　なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　
当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日)

前連結会計年度末
(平成22年３月31日)

１．※１　その他のたな卸資産 １．※１　その他のたな卸資産

販売用不動産 　 78百万円

貯蔵品 　 1,163百万円
　

販売用不動産 　 78百万円

貯蔵品 　 1,158百万円
　

２. ※２　有形固定資産の減価償却累計額 ２. ※２　有形固定資産の減価償却累計額

　 　 120,691百万円

３. 保証債務

　 　 116,675百万円

３. 保証債務

　　次の会社の銀行借入金等について保証を行っており

ます。

　　次の会社の銀行借入金等について保証を行っており

ます。

夢洲コンテナターミナル㈱ 　 1,306百万円

㈱ワールド流通センター 　 704　

従業員(住宅貸付) 　 559　

小倉国際流通センター㈱ 　 333　

青海流通センター㈱ 　 146　

大阪港総合流通センター㈱ 　 105　

上海経貿山九儲運有限公司 　 466　

その他(８社) 　 138　

計 　 3,760百万円

　　小倉国際流通センター㈱への保証333百万円について

は、その60％を鶴丸海運㈱および山田港運倉庫㈱が保

証しているため、実質の保証額は40％相当額の 133百

万円であります。

夢洲コンテナターミナル㈱ 　 1,071百万円

㈱ワールド流通センター 　 783　

従業員(住宅貸付) 　 609　

小倉国際流通センター㈱ 　 370　

青海流通センター㈱ 　 155　

大阪港総合流通センター㈱ 　 120　

上海経貿山九儲運有限公司 　 520　

その他(８社) 　 165　

計 　 3,797百万円

　　小倉国際流通センター㈱への保証370百万円について

は、その60％を鶴丸海運㈱および山田港運倉庫㈱が保

証しているため、実質の保証額は40％相当額の148百

万円であります。

４. ※３　四半期連結会計期間末日満期手形

　　四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理につい

ては、手形交換日を持って決済処理しております。

　　なお、当第３四半期連結会計期間末が金融機関の休日

であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形

が四半期連結会計期間末残高に含まれております。

受取手形 　 40百万円
　

支払手形 　 1,728百万円
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(四半期連結損益計算書関係)

第３四半期連結累計期間

　

前第３四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年12月31日)

※１  販売費及び一般管理費の主なもの

人件費 4,914百万円

賞与引当金繰入額 244  〃

退職給付引当金繰入額 113  〃

減価償却費 632　〃

※１  販売費及び一般管理費の主なもの

人件費 4,996百万円

賞与引当金繰入額 211  〃

退職給付引当金繰入額 110  〃

減価償却費 527  〃

　

第３四半期連結会計期間

　

前第３四半期連結会計期間
(自  平成21年10月１日
至  平成21年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自  平成22年10月１日
至  平成22年12月31日)

※１  販売費及び一般管理費の主なもの

人件費 1,586百万円

賞与引当金繰入額 108  〃

退職給付引当金繰入額 40  〃

減価償却費 223  〃

※１  販売費及び一般管理費の主なもの

人件費 1,593百万円

賞与引当金繰入額 67 〃

退職給付引当金繰入額 40 〃

減価償却費 154 〃

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　

前第３四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年12月31日)

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連

結貸借対照表に掲記されている科目の金額との

関係

現金及び預金 17,305百万円

預入期間が３か月超の定期預金 △    25  〃

現金及び現金同等物 17,280百万円

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連

結貸借対照表に掲記されている科目の金額との

関係

現金及び預金 17,168百万円

預入期間が３か月超の定期預金 △　 44  〃

現金及び現金同等物 17,124百万円
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(株主資本等関係)

当第３四半期連結会計期間末(平成22年12月31日)及び当第３四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日

 至  平成22年12月31日)

１  発行済株式の種類及び総数

株式の種類
当第３四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 326,078,030

　

２  自己株式の種類及び株式数

株式の種類
当第３四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 15,582,502

　

３  新株予約権の四半期連結会計期間末残高

ストック・オプションとしての新株予約権

　該当事項はありません。

　

４  配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成22年６月29日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 2,800 9.0平成22年３月31日 平成22年６月30日

　

(2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の

効力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

　

５  株主資本の著しい変動に関する事項

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【事業の種類別セグメント情報】

前第３四半期連結会計期間(自  平成21年10月１日  至  平成21年12月31日)

　

　
物流事業
(百万円)

機工事業
(百万円)

その他事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高 　 　 　 　 　 　

　(1) 外部顧客に対する
      売上高

48,252 38,231 4,924 91,408 ― 91,408

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

1,183 862 1,421 3,467 (3,467) ―

計 49,436 39,094 6,346 94,876(3,467)91,408

営業利益 1,131 3,629 70 4,830 (18) 4,812

(注) １． 事業種別は、内部管理上採用している区分によっております。

２． 各事業の主要な内容

(1) 物流事業

　  港湾運送、海上運送、倉庫、一般貨物自動車運送、輸出入、工場内運搬作業　他

(2) 機工事業

　  工場設備工事・メンテナンス、重量物運搬据付、一般産業機械製作、設備土建　他

(3) その他事業

　  情報システム、人材派遣、機材賃貸、土建・建築工事　他

　

前第３四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年12月31日)

　

　
物流事業
(百万円)

機工事業
(百万円)

その他事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高 　 　 　 　 　 　

　(1) 外部顧客に対する
      売上高

138,291130,23714,795283,325 ― 283,325

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

4,050 2,618 4,778 11,448(11,448) ―

計 142,342132,85519,574294,773(11,448)283,325

営業利益 1,938 14,271 460 16,670 37 16,707

(注) １． 事業種別は、内部管理上採用している区分によっております。

２． 各事業の主要な内容

(1) 物流事業

　  港湾運送、海上運送、倉庫、一般貨物自動車運送、輸出入、工場内運搬作業　他

(2) 機工事業

　  工場設備工事・メンテナンス、重量物運搬据付、一般産業機械製作、設備土建　他

(3) その他事業

　  情報システム、人材派遣、機材賃貸、土建・建築工事　他

３．「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載のとおり、請負工事に係る収益

の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契約に関する会計基準」(企業会

計基準第15号　平成19年12月27日)及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第

18号　平成19年12月27日)を第１四半期連結会計期間より適用し、第１四半期連結会計期間に着手した工事契

約から、当第３四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工

事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)を、その他の工事については工事完成基準を適用しており

ます。

　これにより、当第３四半期連結累計期間の機工事業では売上高17,572百万円及び営業利益2,178百万円がそ

れぞれ増加し、その他事業では売上高が421百万円増加し、営業利益に与える影響は軽微であります。

　なお、物流事業では売上高及び営業利益に与える影響はありません。
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【所在地別セグメント情報】

前第３四半期連結会計期間(自　平成21年10月１日　至　平成21年12月31日)

　

　
日本
(百万円)

アジア
(百万円)

北・南米
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高 　 　 　 　 　 　

　(1) 外部顧客に対する
　　　売上高

83,416 5,765 2,225 91,408 ― 91,408

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

297 398 0 696 (696) ―

計 83,714 6,164 2,226 92,105 (696) 91,408

営業利益又は営業損失(△) 4,591 249 △10 4,830 (18) 4,812

(注) １．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。

(1) アジア …………… シンガポール、タイ、マレーシア、インドネシア、中国（香港含む）

(2) 北・南米 ………… アメリカ、ブラジル

　

前第３四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年12月31日)

　

　
日本
(百万円)

アジア
(百万円)

北・南米
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高 　 　 　 　 　 　

　(1) 外部顧客に対する
　　　売上高

261,18016,191 5,952 283,325 ― 283,325

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

1,012 824 22 1,859 (1,859) ―

計 262,19317,016 5,975 285,184(1,859)283,325

営業利益 15,959 619 91 16,670 37 16,707

(注) １．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。

(1) アジア …………… シンガポール、タイ、マレーシア、インドネシア、中国（香港含む）

(2) 北・南米 ………… アメリカ、ブラジル

３．「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載のとおり、請負工事に係る収益

の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契約に関する会計基準」(企業会

計基準第15号　平成19年12月27日)及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第

18号　平成19年12月27日)を第１四半期連結会計期間より適用し、第１四半期連結会計期間に着手した工事契

約から、当第３四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工

事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)を、その他の工事については工事完成基準を適用しており

ます。

　これにより、当第３四半期連結累計期間の日本では、売上高17,994百万円及び営業利益2,178百万円がそれぞ

れ増加し、アジア、北・南米では売上高及び営業利益に与える影響はありません。　
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【海外売上高】

前第３四半期連結会計期間(自  平成21年10月１日  至  平成21年12月31日)

　 アジア 北・南米他 計

Ⅰ　海外売上高(百万円) 5,944 2,235 8,180

Ⅱ　連結売上高(百万円) ― ― 91,408

Ⅲ　連結売上高に占める
　　海外売上高の割合(％)

6.5 2.4 8.9

(注) １. 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２. 各区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。

　アジア …………… シンガポール、タイ、マレーシア、インドネシア、中国（香港含む）他

　北・南米他 ……… アメリカ、ブラジル及び中近東地域（サウジアラビア等）

３. 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

　

前第３四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年12月31日)

　 アジア 北・南米他 計

Ⅰ  海外売上高(百万円) 16,571 5,909 22,481

Ⅱ  連結売上高(百万円) ― ― 283,325

Ⅲ  連結売上高に占める
    海外売上高の割合(％)

5.8 2.1 7.9

(注)  1.　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

　　  2.  各区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。

　　　　　アジア ……………  シンガポール、タイ、マレーシア、インドネシア、中国（香港含む）他

          北・南米他　……… アメリカ、ブラジル及び中近東地域（サウジアラビア等）

3.  海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。
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【セグメント情報】

(追加情報)

第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号  平成

21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20号

 平成20年３月21日)を適用しております。

　

１  報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経

営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

　当社は、顧客の原材料や製品の輸送を担うロジスティクス事業と顧客の生産設備の建設・維持を担うプラ

ント・エンジニアリング事業を主力事業としていることから、「物流事業」、「機工事業」の２つを報告セ

グメントとしております。

　「物流事業」は、港湾運送、海上運送、一般貨物自動車輸送、輸出入、工場内運搬作業他を行っております。

「機工事業」は、工場設備工事・メンテナンス、重量物運搬据付、一般産業機械製作、設備土建他を行ってお

ります。

 

２  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

当第３四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年12月31日)

　 　 　 　 　 (単位：百万円)

　

報告セグメント
その他　　
(注)１

合計
調整額　　
(注)２

四半期連　　
結損益計　　
算書計上　　　
　額(注)３物流事業 機工事業 計

売上高 　 　 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 153,404111,130264,53515,367279,902―　 279,902

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

4,610 2,906 7,516 5,388 12,905△12,905 ―

計 158,014114,037272,05120,756292,808△12,905279,902

セグメント利益 4,106 9,92414,031 770 14,801 △10 14,790

(注) １．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、情報システム、人材派遣、機材賃

貸、土建・建築工事等の関連サービスを実施しております。

２．セグメント利益の調整額△10百万円は、未実現利益調整額であります。

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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当第３四半期連結会計期間(自  平成22年10月１日  至  平成22年12月31日)

　 　 　 　 　 (単位：百万円)

　

報告セグメント
その他　　
(注)１

合計
調整額　　
(注)２

四半期連　　
結損益計　　
算書計上　　
額(注)３物流事業 機工事業 計

売上高 　 　 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 52,36537,03989,4044,51693,920 ― 93,920

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

1,442 1,222 2,665 2,340 5,005△5,005 ―

計 53,80838,26192,0706,85698,926△5,00593,920

セグメント利益 1,776 3,048 4,824 297 5,122 31 5,153

(注) １．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、情報システム、人材派遣、機材賃

貸、土建・建築工事等の関連サービスを実施しております。

２．セグメント利益の調整額31百万円は、未実現利益調整額であります。

３. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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(１株当たり情報)

１  １株当たり純資産額
　

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日)

前連結会計年度末
(平成22年３月31日)

335.49円 325.74円

(注)  １株当たり純資産額の算定上の基礎

項目
当第３四半期
連結会計期間末
(平成22年12月31日)

前連結会計年度末
(平成22年３月31日)

純資産の部の合計額(百万円) 106,202 103,107

普通株式に係る純資産額(百万円) 104,168 101,150

差額の主な内訳(百万円)
2,034 1,957

  少数株主持分

普通株式の発行済株式数(千株) 326,078 326,078

普通株式の自己株式数(千株) 15,582 15,549

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株
式の数(千株) 310,495 310,528

　
２  １株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額

第３四半期連結累計期間
　

前第３四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日  至　平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日  至　平成22年12月31日)

１株当たり四半期純利益金額 29.79円 １株当たり四半期純利益金額 22.96円

(注)　１. 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

    　２. １株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎

項目
前第３四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日)

四半期純利益金額(百万円) 9,250 7,130

普通株式に係る四半期純利益金額(百万円) 9,250 7,130

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式の期中平均株式数(千株) 310,567 310,512
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第３四半期連結会計期間

　

前第３四半期連結会計期間
(自　平成21年10月１日  至　平成21年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自　平成22年10月１日  至　平成22年12月31日)

１株当たり四半期純利益金額 8.99円 １株当たり四半期純利益金額 9.37円

(注)　１. 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

    　２. １株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎

項目
前第３四半期連結会計期間
(自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自　平成22年10月１日
至　平成22年12月31日)

四半期純利益金額(百万円) 2,791 2,909

普通株式に係る四半期純利益金額(百万円) 2,791 2,909

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式の期中平均株式数(千株) 310,550 310,503

　
(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　

２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成22年２月５日

山九株式会社

取締役会  御中

　

有限責任監査法人トーマツ

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    福    岡    典    昭    印

　
指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    増    村    正    之    印

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている山九

株式会社の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成21

年10月１日から平成21年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年12月

31日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期

連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経

営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、山九株式会社及び連結子会社の平成21年12月

31日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成

績並びに第３四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が

すべての重要な点において認められなかった。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

　
以  上

　
 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成23年２月４日

山九株式会社

取締役会  御中

　

有限責任監査法人トーマツ

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    柴    田    良    智    印

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    増    村    正    之    印

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    上    田    知    範    印

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている山九

株式会社の平成22年４月１日から平成23年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間(平成22

年10月１日から平成22年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成22年４月１日から平成22年12月31

日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結

キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者

にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、山九株式会社及び連結子会社の平成22年12月

31日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成

績並びに第３四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が

すべての重要な点において認められなかった。

　
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以  上

　
 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
　

EDINET提出書類

山九株式会社(E04324)

四半期報告書

32/32


	表紙
	本文
	第一部企業情報
	第１企業の概況
	１主要な経営指標等の推移
	２事業の内容
	３関係会社の状況
	４従業員の状況

	第２事業の状況
	１生産、受注及び販売の状況
	２事業等のリスク
	３経営上の重要な契約等
	４財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

	第３設備の状況
	第４提出会社の状況
	１株式等の状況
	(1)株式の総数等
	①株式の総数
	②発行済株式

	(2)新株予約権等の状況
	(3)行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
	(4)ライツプランの内容
	(5)発行済株式総数、資本金等の推移
	(6)大株主の状況
	(7)議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等


	２株価の推移
	当該四半期累計期間における月別最高・最低株価

	３役員の状況

	第５経理の状況
	１四半期連結財務諸表
	(1)四半期連結貸借対照表
	(2)四半期連結損益計算書
	第３四半期連結累計期間
	第３四半期連結会計期間

	(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書
	四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更
	表示方法の変更
	簡便な会計処理
	四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理
	注記事項
	事業の種類別セグメント情報
	所在地別セグメント情報
	海外売上高
	セグメント情報


	２その他


	第二部提出会社の保証会社等の情報
	監査報告書

